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第１章 基本的事項 

第１節 都市計画区域マスタープランの位置づけ 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）

は、都市計画法の規定に基づき定めるもので、中長期的視点に立った都市の将来像を明確にする

とともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにする、都市計画の基本的な方向性を示すも

のであり、個々の都市計画は、これに即するものとされています。 

都市計画の決定にあたっては、市町が中心的な主体となるべきであり、市町の区域を超える特

に広域的・根幹的な都市計画についてのみ、都道府県が決定することとされています。 

このため、都市計画区域マスタープランは、広域的観点から保全すべき緑地の配置や大規模集

客施設の立地等、広域的、根幹的な都市計画に関する事項を定めることとされており、一方で、

市町内において概ね完結する、地域に密着した都市計画に関する事項は、市町の都市計画に関す

る基本的な方針（以下「市町マスタープラン」という。）に定めることとされており、それぞれ

の役割分担を明確にすることが必要と考えられます。 

また、県は、少子高齢化・人口減少の進行や大きな被害が想定される自然災害などの課題への

対応を背景として、『都市計画に関する基本方針』を平成２９年３月に改定しており、本県が目

指す都市づくりの実現に向けて、都市計画の基本方向や将来都市構造等を定めています。その中

では、広域都市圏の形成や地域間・県境を越えた交流・連携の強化、都市機能の相互連携・補完

等を定めており、広域的な視点を重視しています。 

なお、県は、都市計画区域が複数の市町にまたがるか否かにかかわらず、必要に応じ、隣接・

近接する他の都市計画区域や都市計画区域外の現況及び今後の見通しを勘案し、広域的課題の調

整を図ることとされています。 

 

児湯圏域は、非線引き都市計画区域である西都都市計画区域、高鍋都市計画区域、新富都市計

画区域、川南都市計画区域及び都農都市計画区域で構成されており、５つの市町が広域的に一体

的な都市を形成するなど、市町や都市計画区域の範囲を超えて広がっています。 

本圏域は、宮崎県のほぼ中央部に位置し、東に日向灘を臨み、西は熊本県境の九州山地まで山

岳が連なり、圏域内を一ツ瀬川、小丸川が貫流するなど変化に富む自然地形に恵まれています。 

こうした中で、東九州自動車道の開通に伴い、産業の活性化と都市の魅力の向上、広域連携の

促進などが重要となっています。 

 

このような広域的なつながりを踏まえ、交通や各種施設の立地等土地利用の広域化に対応し広

域調整を強化するとともに、広域的な視点を重視する観点から、５つの都市計画区域を一体の圏

域と捉え、複数の都市計画区域で一体の都市計画区域マスタープランを策定することとしました。 

 

なお、都市計画区域マスタープランは、県全体としての都市づくりの基本的な考え方を定めた

『都市計画に関する基本方針（改定版）』（以下、「基本方針」という。)に基づき定めるものとし

ます。 



 

- 2 - 
 

第２節 本県の目指す都市づくり 

 

都市計画区域マスタープランは、基本方針に定める「宮崎県の目指す都市づくり」やその実現

に向けた「都市計画の基本方向」、都市づくりと基本方向の実現に向けた３つの重点的な対応を

踏まえ、圏域の特性を考慮して、第２章以降に都市の将来像を含む都市計画の目標や、都市計画

の基本的な方向性を定めます。 

 

 

図 本県の目指す都市づくりに向けた重点的な対応等 
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第３節 本県の将来都市構造 

基本方針では、都市づくりの骨格を構成する都市構造の基本となる枠組みとして、日常生活な

どで一体性のある広域的な地域を一つの圏域としてとらえ、下図のとおり東臼杵・西臼杵、児湯、

中部、西諸県、北諸県、南那珂の６つの圏域を設定しています。 

 

本県の将来都市構造は、この全県的な視点を踏まえながら、「拠点」、「ゾーン」及び「軸」を

設定します。都市計画区域マスタープランは、それぞれの圏域の都市づくりの方向性を示すこと

とします。 

 
 

図 宮崎県の将来都市構造図 
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■拠点 

広域拠点 
宮崎市 
都城市 
延岡市 

全県レベルにおいて、広域拠点としての役割を担う都市であり、それぞれの拠

点において中核を担う都市 

３つの広域拠点を中心として、周辺都市との連携を図りながら、広域都市圏

の形成を目指します。 

圏域拠点 
日南市 
小林市 
西都市 
日向市 

広域拠点に次ぐ都市規模を持つ各圏域の中心的な都市 

各圏域の中心都市として、それぞれの圏域を対象とする広域的な都市機能の

集積・強化を図り、圏域内の各都市とのネットワークの中心となる拠点として

位置付けます。 

地域拠点 
串間市 
えびの市 
高鍋町 
高千穂町 

各圏域においてある程度の拠点的な集積、規模があり、周辺都市からの流動の

中心となっている都市 

各都市の中心市街地を中心に、周辺都市からの人や物などの流動に対応した

都市機能の集積・強化を図るべき拠点として位置付けます。県境に位置する都

市については、県内各都市のみでなく、隣県の都市とも交流・連携を図りなが

ら、地域の中心としての拠点形成を目指します。 

生活拠点 上記に該当しない、それぞれの都市レベルで都市的サービスを担う都市 

 

■軸 

広域連携軸 県内の広域拠点、圏域拠点と県外主要都市及び国内外の都市を結び、九州全体

の中で広域的な交流・連携を担うべきネットワーク軸 

地域連携軸 圏域内及び圏域間において、広域拠点、圏域拠点、地域拠点を相互に結び、広

域連携軸を補完し、相互の都市機能分担と連携を担うべきネットワーク軸 

都市連携軸 都市機能を補完・支援する上記以外の生活拠点を結ぶ軸 

 

参考 圏域単位の都市計画運用の必要性 

本県は、県全体に求心力を持つ中心的な都市として宮崎市があり、次いで都城市、延岡市が

南と北の中心的な都市となっており、３大広域拠点を形成しています。基本方針では、県全体

の活力を高めていくために、宮崎市、都城市及び延岡市の３つの広域拠点を中心として、周辺

都市と連携しながら地域の特性を生かした「広域都市圏」の形成を目指すこととしています。

広域都市圏は、周辺都市のほか、広域拠点間や県外との連携も含み、その範囲も圏域を超えて

広がるものと考えます。 

また、３大広域拠点の都市間や隣県の都市との間には、小規模な都市計画区域が分散して連

なっており、これらはそれぞれのエリアで、社会・経済的、地勢的にまとまりを形成しつつ、

日常生活圏は都市計画区域や圏域を超えて広がっています。 

モータリゼーションの進展と道路ネットワークの整備により、日常生活圏は市町の範囲を超

えるとともに、圏域を超えた人・モノの流動が見られ、社会的なつながりも圏域間で重複して

います。 

これらの日常生活圏の広がりや人・モノの流れは、一様ではなく、市町や都市計画区域の範

囲より広いものとなっており、その実態に応じて都市計画を運用する必要があります。 

このため、一定のまとまりを有する圏域を単位として、一体的に都市計画を運用することが

必要です。 
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第２章 都市計画の目標 

第１節 計画期間と範囲 

１．計画期間 

本計画は、概ね２０年後の都市の姿を展望した上で、都市計画の基本的方向を定めます。

また、基本的な都市施設や市街地開発事業は優先的に概ね１０年以内に整備するものを整備

の目標とします。 

 

 

２．都市計画区域の範囲と規模 

本圏域に含まれる都市計画区域の範囲、その面積は次のとおりとします。 

都市計画区域名称 市町名 都市計画区域の範囲 規模（ha） 

西都 
西都市 

行政区域の一部 

２，４７６ 

新富町 ９５ 

高鍋 高鍋町 １，９７８ 

新富 新富町 ７３６ 

川南 川南町 ７３３ 

都農 都農町 １，１４８ 

＊ １つの行政区域に複数の都市計画区域がある場合や、都市計画区域外において、既に都市的土地利用の集

積が認められ、都市的開発による環境の悪化、土地利用の混乱が見込まれる場合など、必要が生じた際は、

関係市町との調整を図った上で、都市計画区域の変更を検討します。 



 

- 6 - 
 

第２節 児湯圏域における都市づくりの基本方向 

１．児湯圏域の課題 

(1) 県全体の一体的発展を支える都市機能の充実と連携強化 

本圏域は、県のほぼ中央部に位置しており、東に日向灘を臨み、圏域内を一ツ瀬川、小

丸川が貫流しています。また、宮崎平野、海岸段丘部の平坦部が広がり、西は熊本県境の

九州山地まで山岳が連なるという、変化に富む自然地形を形成しています。 

今後、東九州自動車道などの広域交通網の整備とあわせ、二分された圏域の連携を図る

地域交通網の形成が必要であると考えます。 

また、地域資源を生かした地域の魅力向上により、企業誘致や農業振興による雇用機会

の創造を図るとともに、歴史・文化資源活用による観光振興と観光客受け入れのための宿

泊施設の整備を行っていくことが必要であると考えます。 

特に、本圏域の拠点となる西都市と高鍋町については、均衡ある発展に向けた機能補完

のための連携強化が必要であると考えます。 

 

(2) 安全で快適な生活を送るための都市づくり 

人口減少・高齢社会の進行に対応したまちづくりが求められており、人が集まりやすく

安全で魅力ある中心市街地形成に向け、空き店舗・空き家活用などによる商店街活性化や

高齢者医療の確保、定住促進及び公共交通の充実などを実施していく必要があると考えま

す。 

日常生活圏での医療・福祉の充実、増加する空き家への対応、交通弱者が安全で安心し

て暮らせるための公共交通機関の確保、老朽化が進むインフラへの対策、既存集落の維持

といったことが必要と考えます。 

さらに、甚大な被害が想定される南海トラフ地震、激甚化する河川浸水・土砂災害に対

して、被害を防止し軽減するために、災害に強い都市づくりが求められていると考えます。

特に、災害時の高齢者等要支援者対策や河川浸水・津波対策及び広域道路整備など推進し

ていく必要があります。 

 

(3) 宮崎県の財産である豊かな自然環境や景観の保全 

本圏域は、大規模な施設園芸や畜産など、先駆的な農業が営まれてきた県内有数の農業

地帯であるとともに、豊富な農林水産品を生かした食品加工、加工組立型企業が立地して

いることから、このような豊かな資源を生かし、また、自然・歴史と良好な田園環境が織

り成す地域資源を保全し、都市と農林漁業との調和に向けた取組が必要であると考えます。 
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２．児湯圏域における都市づくりの基本方向 

このような状況を踏まえて、児湯圏域では、以下の３つの都市計画の基本方向を定めるも

のとします。 

 

 

図 児湯圏域の都市づくりの基本方向 

 

● 基本方向１ 

日向灘沿岸から九州山地にかけて広がる豊かな地域資源を生かすとともに、圏域内の各都

市が連携する連携都市圏の形成 

○ 県央・県北の広域都市圏や県外の都市との連携を強化しながら、日向灘沿岸から九

州山地に連なる豊かな自然や古墳・神楽などの多彩な歴史・文化資源等の地域資源の

活用を図るとともに、圏域内の都市が相互に機能を連携・補完する連携都市圏の形成

を目指します。 

○ 各都市は、歴史や自然、スポーツ等の地域資源を生かすとともに、雇用の場を創出

する観光・産業の拠点と相互をつなぐネットワークを構築する都市圏の形成を目指し

ます。 

 

● 基本方向２ 

自然や田園と共生した、安全で快適な生活を送るための都市の形成 

○ 今後の人口減少・高齢社会においても、多様性のある安全で快適な都市を維持する

ために、商業、業務、医療、福祉その他の多様な都市機能を集積し、これらを補完す

る地域間の交通アクセスの向上を図るとともに、既存ストックや低・未利用地の活用

や定住化の促進により、一定の人口を確保した「人のまとまり」※の形成を目指しま

す。 

○ 用途地域内においては、既存の良好な緑地などを、環境保全や防災面から、都市内

の身近な緑として保存・活用します。 

○ 用途地域外においては、圏域の基幹産業である農林漁業と調和し、守るべき自然環

境を明確化するとともに、都市部との連携・共生を目指します。 
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○ 地震、津波、浸水、土砂災害などの災害に強い都市づくりを目指します。 

※「人のまとまり」：商業・医療・福祉等の都市機能を維持できる一定の人口が集積した地域。詳細は、

基本方針５-２県全域の基本方針「１.長期的な都市づくりの基本方針」参照。 

 

● 基本方向３ 

地域固有の多彩な自然・歴史・田園環境の保全と活用が一体となった広域交流圏域の形成 

○ 西都原古墳群などの本県を代表する貴重で多彩な歴史文化資源をはじめ、圏域に広

がる多様な自然・歴史・田園環境などが織り成す、優れた地域資源を保全することを

目指します。 

○ また、これらの自然、歴史、田園環境を住民のレクリエーション・憩いの場、交流

人口拡大の場として適正に活用することを目指します。 

○ 農林水産資源などの地域特産づくりによる地域振興や観光開発を促進するとともに、

広域ふるさと交流圏の形成を目指します。 

○ 併せて、「美しい宮崎づくり推進条例」等に基づき、地域固有の美しい宮崎の景観の

保全、創出及び活用をすることで、「魅力ある地域づくり」を推進し、「県民の心豊か

な暮らし」と「活力ある地域社会」の実現を目指します。 
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第３節 地域毎の市街地像 

本圏域において、都市づくりの基本方向の実現に向けたおおむね２０年後の地域毎の市街地像

は次のとおりとします。 

なお、それぞれの市街地は、地震、津波、浸水、土砂災害などの災害に強い都市づくりを目指

します。 

 

１．「人のまとまり」を形成する核となる市街地 

今後の人口減少･高齢社会においても、多様性のある安全で快適な都市を維持するために

は、商業・医療・福祉等の都市機能を維持できる一定の人口密度を有する「人のまとまり」

を形成することが必要です。このため、商業、業務、医療、福祉、教育、文化、行政、観光、

交流等の都市機能を集約した、人が集う場所となる「人のまとまり」の核となる市街地の形

成を目指します。 

なお、「人のまとまり」を形成する核となる市街地は、都市基盤が整備されている地区ま

たは整備が確実な地区で、都市の既存ストックや低・未利用地の有効活用により形成するこ

とを原則とし、それぞれの市街地は、相互に機能を連携・補完します。 

また、これらの市街地やその周辺は、環境・景観保全や防災面から、既存の良好な緑地な

どを、都市内の身近な緑として保全・活用することを目指します。 

 

(1) 圏域の拠点となる市街地 

圏域の拠点となる市街地においては、商業・業務などの圏域を対象とする広域的な都市

機能を集積し、うるおいと活力のあるまちづくりを目指します。また、県央・県北の広域

都市圏や県外の都市との連携を強化しながら、圏域内の都市が相互に機能を連携・補完す

る連携都市圏の形成を目指します。 

 

都市計画区域 都市名 対象地区 

西都 西都市 小野崎地区 

高鍋 高鍋町 しんきん通りと(一)杉安高鍋線に挟まれた地区 

 

(2) 地域生活の拠点となる市街地 

地域生活の拠点となる市街地は、商業・医療・福祉等の都市機能の集約を図りながら、

周辺の市街地と相互に機能を連携・補完し、また、基幹産業である農林漁業、観光及び商

工業が連携した、安全・安心・快適で、うるおいと活気あふれる地域の特性を生かした市

街地の形成を目指します。 

 

都市計画区域 都市名 対象地区 

高鍋 高鍋町 (主)高鍋高岡線と(一)木城高鍋線沿道地区 

新富 新富町 
新富町役場周辺の国道１０号及び(一)今別府八幡線沿道

地区 

川南 川南町 トロントロン地区(旧国道１０号沿道地区) 

都農 都農町 旧国道１０号沿道地区、都農駅前から駅通沿道の地区 

 

(3) その他の市街地 

○ 主要な幹線道路沿道及び鉄道沿線の市街地のうち、「人のまとまり」を形成する核と

なる市街地は、交通利便性を生かして、商業、業務、居住機能を集約し、秩序ある土地
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利用を実現するとともに、居住環境の改善や、安全・安心・快適な居住空間の維持・創

出に向けた都市づくりを目指します。 

○ 住宅市街地のうち、「人のまとまり」が形成されるべき市街地は、秩序ある土地利用

を実現するとともに、商業・医療・福祉等の都市機能の集約を図りながら、周辺の「人

のまとまり」の核となる市街地と機能を連携・補完し、居住環境の改善や安全・安心・

快適な居住空間の維持・創出に向けた都市づくりを目指します。 

○ 市街化が進行している地域は、市街地内農地などの低・未利用地、住宅、工場などの

混在解消や生活道路・下水道などの整備促進と集約的な市街地の形成に向けて、効率的

な土地利用と都市施設整備を一体的に行うとともに、計画的な緑地空間などを配置し、

安全・安心・快適なうるおいのある居住環境の形成を目指します。 

 

 

２．産業や観光の拠点となる市街地等 

(1) 工業拠点 

公害防止や周辺住宅地の環境保全に十分に留意しつつ、高規格幹線道路を生かした工業

地としての土地利用を増進します。 

 

都市計画区域 都市名 対象地区 

西都 西都市 調殿地区(既存工業地) 

高鍋 高鍋町 
蚊口西及び蚊口下地区(既存工業地) 

国道１０号沿道地区 

新富 新富町 国道１０号沿道地区 

川南 川南町 国道１０号沿道地区 

都農 都農町 国道１０号沿道地区及びＪＲ 都農駅周辺地区 

 

(2) 流通業務拠点 

都市計画道路の配置を踏まえながら、その立地特性を生かした流通機能の強化を目指し

ます。 

 

都市計画区域 都市名 対象地区 

高鍋 高鍋町 国道１０号沿道地区 

新富 新富町 国道１０号沿道地区 

川南 川南町 国道１０号沿道地区 

都農 都農町 国道１０号沿道地区及びＪＲ都農駅周辺地区 

 

(3) 観光拠点 

西都原古墳群などの本県を代表する貴重で多彩な歴史文化資源をはじめ、圏域に広がる

多様な自然・歴史・田園環境などが織り成す、優れた地域資源を保全するとともに、住民

のレクリエーション・憩いの場、交流人口拡大の場として積極的かつ適正な活用を目指し

ます。 

また、農林水産資源などの地域特産づくりによる地域振興、観光開発を促進するととも

に、広域的な交流圏域づくりを目指します。 

なお、高規格幹線道路や鉄道などの広域交通ネットワークの結節点や道の駅については、

受入れのための観光拠点として活用するとともに、圏域内の観光拠点が周遊できるよう、
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交通ネットワーク整備と宿泊機能の連携・補完を行います。 

 

【観光拠点】 

都市計画区域 都市名 対象地区 

西都 西都市 西都原古墳群、都萬神社 

高鍋 高鍋町 
舞鶴公園、持田古墳群周辺、蚊口海浜公園、ルピナスパー

ク、染ヶ岡のひまわり 

新富 新富町 湖水ケ池 

川南 川南町 川南湿原植物群落 

都農 都農町 日向国一之宮都農神社、都農ワイナリー、道の駅つの 

 

【観光受入拠点】 

都市計画区域 都市名 対象地区 

都農 都農町 都農駅、道の駅つの 

 

「スポーツランドみやざき」の拠点となる区域は、その機能を強化するとともに、県内

外からの誘客などに備えた拠点としての土地利用や保全の増進を目指します。 

また、２０２６年度開催予定の国民体育大会等の開催を見据え、関連施設の機能強化を

目指します。 

 

(4) ＩＣＴ等産業拠点 

周辺環境との調和を図りながら、ＩＣＴ等クリエイティブ産業の集積に努めます。 

都市計画区域 都市名 対象地区 

西都 西都市 小野崎地区 

 

 

３．既存集落 

用途地域外は、守るべき自然環境を明確にし、無秩序な市街化を抑制します。 

将来にわたり残していくことが必要な既存集落を維持するためには、「人のまとまり」の

形成に必要な商業・医療・福祉等の都市機能の確保や周辺の市街地との機能の連携・補完を

図る必要があります。 

また、歴史や自然等の地域資源を生かしながら住民のレクリエーション・憩いの場、交流

人口拡大の場としての活用を目指します。 

 

 

４．連携軸 

○ 県北・県央の広域都市圏との連携や、県外・国外との交流を強化する広域・地域連携

軸の形成や機能維持を目指します。 

    ○ 広域連携軸は、西都市及び高鍋町と県内外及び国外の都市を結び、九州全体の中での

広域的な交流・連携を担います。 

    ○ 地域連携軸は、圏域内及び圏域間において、それぞれの圏域の拠点となる市街地を相

互に結ぶとともに、広域連携軸を補完し、相互の都市機能分担と連携を担います。 

    ○ 上記の連携軸に加え、圏域内の都市が機能を連携・補完するために、生活拠点相互や

地域生活の拠点となる市街地、既存集落などをつなぐ都市連携軸等の形成や機能維持を
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目指します。 

    ○ また、都市計画区域外等にある町村の中心部や既存集落等とも、上記連携軸とのネッ

トワーク化を促進するなど連携強化を目指します。 
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第３章 区域区分（線引き制度）の決定の有無及び定める際の方針 

第１節 区域区分の有無 

１．区域区分の決定の判断 

西都都市計画区域、高鍋都市計画区域、新富都市計画区域、川南都市計画区域、都農都市

計画区域においては、区域区分を行わないものとします。 

 

 

２．区域区分を行わない理由 

○ 現行市街地における人口密度は、国が、土地利用密度の低い地域における人口密度の参

考値として示す１ｈａあたり６０人を下回ることから、市街地拡大圧力は比較的低いもの

と考えられます。 

○ 西都都市計画区域、高鍋都市計画区域の現行市街地においては、人口集中地区（ＤＩＤ

地区）が設定されており、市街化区域を設定しうる規模・密度を有していると考えられる

ものの、市街地内における建築活動は特に活発ではなく、急激な市街地拡大の可能性は低

いものと考えられます。 

○ 新富都市計画区域、川南都市計画区域、都農都市計画区域の現行市街地においては、人

口集中地区（ＤＩＤ地区）は設定されていないことから、市街化区域を設定しうる規模・

密度ではないと考えられます。 

○ 西都都市計画区域、高鍋都市計画区域の市街地外における開発動向が比較的活発であり、

農地や自然環境の保全などに向けた対応が必要であると考えられるが、一方で平成３２年

における市街地人口の推計値が、現行市街地において、適切な人口密度を保ちつつ収容が

可能となる人口を下回るため、市街地の拡大圧力は比較的低いと考えられます。 

○ 上記の状況や市町の意向などから総合的に判断すると、無秩序な市街化の防止と計画的

な市街化への対応として、区域区分を適用する必要性は低いものと考えられることから、

西都都市計画区域、高鍋都市計画区域、新富都市計画区域、川南都市計画区域、都農都市

計画区域においては、当面、区域区分の適用はしないものとします。 
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第４章 主要な都市計画の決定方針 

第１節 土地利用に関する主要な都市計画の決定方針 

１．基本方針 

都市計画は、人口が増加する中で、無秩序な都市化をコントロールするとともに、効率的

な基盤整備を実現するという役割を果たしてきましたが、もはや人口増を前提とした都市づ

くりを目指す状況ではなくなってきており、都市の状況に応じて既成市街地の再構築等によ

り、都市構造の再編に取り組む必要があり、その取組においては他の都市との競争・協調と

いった視点に立った個性的な都市づくりへの要請の高まりに応えていかなければなりませ

ん。さらには、幅広く環境負荷の軽減、防災性の向上、バリアフリー化、良好な景観の保全・

形成、歩いて暮らせるまちづくり等、都市が抱える各種の課題にも対応していく必要性が高

まってくると考えられます。 

このような中で都市が抱える課題に対応するためには、人口が減少に転じ、地域によって

は新たな建築活動が行われにくくなっていることを踏まえれば、規制に加えて民間の活動や

投資を誘導するという観点が必要であり、居住・福祉・医療等の諸機能が都市内のどこに立

地すべきかを検討し明確にすることが重要となります。 

このようなことを踏まえ、土地利用に関する都市計画は、都市施設など他の都市計画と連

携し、都市計画としての総合性・一体性を確保しつつ、適時適切な見直しを行い、限られた

都市空間の適正な配分を確保する観点から、土地利用の規制誘導を図る必要があります。 

本県の目指す豊かな自然環境と共生する、人口減少下でも持続可能な都市の実現に向けて

は、「『人のまとまり』をつくる」「安全な『人のまとまり』をつくる」「『人のまとまり』の

核をつなぐ」といった長期的な都市づくりの基本方針を踏まえ、地域の特性を考慮しながら、

土地利用に係る都市計画を運用する必要があります。 

具体的には、「人のまとまり」を形成する核となる市街地に都市機能を集約し、これらの

市街地間で機能を補完しながら、核を中心として一定の人口密度を有する活力ある地域を形

成するとともに、様々な災害に強い安全な都市の構築、産業・観光の拠点の構築、既存集落

の維持に向けて、効果的・効率的な土地利用の誘導を図ります。 

児湯圏域においては、次の点について、特に重点的に取り組んでいきます。 

 

(1) 持続的な都市づくりに向けた圏域内連携軸形成 

本圏域については、東九州自動車道が整備されたことにより、広域交通アクセスが大幅

に改善されましたが、圏域内の道路公共交通網の整備は遅れており、広域交通が当該圏域

を通過し、人口の減少や中心市街地の衰退の要因となっている可能性があります。 

そこで、圏域内では、圏域内道路交通網の充実を図ることにより、地域間連携の強化を

図り、都市機能補完に向けた圏域内連携軸形成を図る必要があります。この連携軸により、

地域の特性を生かした農業振興・企業誘致が促進され、定住促進や中心市街地の活性化が

推進されると考えられます。 

 

(2) 計画的な「人のまとまり」の核の形成 

「人のまとまり」を形成するためには、多様な機能を集積するとともに、まちなか居住

ができる職住近接型の市街地として再生する必要があります。このため、市街地の特性を

考慮しつつ、必要な都市機能の誘導や土地の高度利用、良質な都市空間の形成に向け、地

域地区の見直しや地区計画の活用を行い、必要な都市機能を集約しやすい環境を確保する

必要があります。なお、「人のまとまり」を形成する核となる市街地は、都市基盤が整備

されている地区、または整備が確実な地区で、都市の既存ストックや低・未利用地の有効

活用により形成することを原則とします。 
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また、公共公益施設については、その位置が市街地の構造に影響することを踏まえた上

で、人口集積の動向、生活利便性の向上、効率的な都市経営等に配慮し、医療、福祉及び

教育文化等の施策と連携して、その配置を検討する必要があります。 

 

(3) 経済発展・雇用創出に資する市街地の形成 

本県の経済発展や雇用創出に資する産業立地のニーズ等に対応するために、新たな市街

地の形成が必要と判断される場合については、周辺の自然環境や農林漁業との調和を図る

とともに、交通体系と整合が図られた、計画的な土地利用と都市施設整備を一体的に行い、

良好な環境が確保された特色ある市街地を形成する必要があります。 

 

 

２．主要用途の配置方針 

(1) 商業業務地 

○ 「圏域の拠点となる市街地」には、周辺地域を含めた購買需要をまかなう商業業務地

を配置します。今後はさらに、その都市機能の充実と都市基盤整備を一体的に促進する

とともに、広域的な商業、業務、文化、交流機能などの集積・強化に努めます。 

○ 「地域生活の拠点となる市街地」には、主に周辺地域の日常品などの購買需要をまか

なう商業業務施設を配置します。今後はさらに、その機能の充実と環境整備により、地

域の特性を生かした特色ある商業業務地の形成に努めます。 

○ 主要な幹線道路沿道及び鉄道駅周辺の市街地のうち、「人のまとまり」を形成する核

となる市街地は、主に周辺地域の日常品などの購買需要をまかなう商業業務施設を配置

します。本地域は、周辺の住宅地等に配慮しつつ、交通利便性を生かして、商業、業務、

居住機能を集約するとともに、居住環境を改善し、安全・安心・快適な居住空間を維持・

創出することが必要です。 

 

(2) 工業地 

○ 公害防止や周辺住宅地の環境保全に十分に留意しつつ、工業地としての土地利用の増

進と環境整備に努めます。 

○ 国道１０号沿道やＪＲ都農駅周辺地区においては、周辺住宅地の環境保全に十分に留

意しながら、工業地・流通業務地としての計画的な土地利用形成に努めます。 

○ 現在工業密度が低い工業地については、今後、公害防止や周辺住宅地の環境保全に十

分に留意しつつ、工業地としての土地利用と機能の増進に努めます。 

      なお、工業地の立地に際しては、用途地域毎に環境基準が定められていることを踏ま

え、公害防止や環境保全の観点から用途地域の指定の検討を行います。 

 

(3) 住宅地 

○ 地区の特性に応じて、居住環境の維持・形成に努めます。 

○ 土地の効率的な利用と都市施設整備を計画的・一体的に行い、良好な低層の住宅地形

成に努めます。 

○ 土地区画整理事業地区は、良好な住宅地としての居住環境の維持・形成に努めます。 

 

 

３．市街地における建築物の密度構成に関する方針 

圏域の拠点となる市街地は、本圏域の中心となる多様な都市機能を集積する市街地として

高密度な土地利用を図ります。 
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地域生活の拠点となる市街地は、周辺の住宅地との調和を図りつつ、中密度・低密度の土

地利用を図ります。 

主要幹線道路沿い及び鉄道駅周辺の市街地や住宅地については、地区の特性に応じて、中

密度・低密度の土地利用を図ります。 

なお、建築物の密度構成の設定にあたっては、地区の特性に応じ、主要用途毎に目指すべ

き市街地像を具体的に想定しながら、秩序ある都市空間の創出や、良好な住環境の確保、美

しいまち並みの形成など、安全で快適な都市の実現に向けて、市街地の効率的な土地利用を

図ります。 

 

 

４．市街地における住宅整備の方針 

圏域の拠点となる市街地では、既存施設のリノベーションや更新を行うとともに交通利便

性などを生かし、まちなか居住ができる複合型施設の整備に努めます。 

圏域の拠点となる市街地の郊外部や地域生活の拠点となる市街地部等では、低層住宅及び

中層住宅の秩序ある配置に考慮しながら、周辺環境と調和した良質な住宅の供給に努めます。 

その他の市街地では、居住環境や防災性の改善及びまちなか居住の住宅供給に努めるとと

もに、老朽化した公営住宅の計画的な建て替えを推進する必要があります。 

また、公営住宅については、「人のまとまり」を形成する観点から、その核となる市街地

に建て替えることが重要となります。 

 

 

５．市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

(1) 用途転換に関する方針 

○ 用途地域内の低・未利用地については、用途地域指定の目的に即して有効活用を図る

とともに、必要に応じて用途地域の見直しを検討します。 

○ 土地区画整理事業区域については、秩序ある土地利用形成を図るために、用途地域の

見直しを検討します。 

 

(2) 居住環境の改善又は維持に関する方針 

○ 中心市街地は、その利便性を生かしたまちなか居住や職住近接型を目指して、良好な

居住環境を有した住宅地形成に努めます。 

○ 幹線道路沿道については、良好な居住環境の維持・改善に向け、商業、工業、住宅の

秩序ある土地利用の形成に向けた用途地域の見直しを検討します。 

○ 密集した老朽住宅地区や市街地内農地と住宅などが混在した都市的土地利用の低・未

利用地区及び狭あい道路地区など都市施設整備が不十分であるなどの状況がみられる

ため、住民との合意形成を図りつつ、土地区画整理事業や地区計画などを活用しながら、

居住環境の改善に努めます。 

○ 土地区画整理事業などによって、既に基盤整備が完了し、良好な居住環境を保持して

いる地区については、今後ともその居住環境の維持に努めます。 

○ 国の天然記念物に指定されている川南湿原植物群落を形成する川南湿原を保全し、豊

かな自然環境と調和する良好な住宅地形成に努めます。 

○ 生活利便性の高い市街地居住を求める高齢者が、地域社会の中で自立しながら快適に

安心して暮らせるよう、公的住宅に加えて民間セクターを含めた良質な住宅ストックの

形成に努めます。 
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(3) 都市計画事業等を契機とした都市づくりに関する方針 

  建物の多くが更新される都市計画事業等の実施は、魅力あるまち並みを形づくる契機

であるとの認識に立ち、早い時期から地域住民との協働のもと、建築協定や地区計画な

ど面的な都市づくりのルール化を検討する必要があります。 

 

(4) 市街地内の緑地の保全等に関する方針 

○ 市街地内の農地のうち、その状況により必要な農地は、都市農業振興基本法を踏まえ、

市街地内にあるべきものと位置付けます。 

また、市街地に残る良好な緑地や里山、農地などの身近な自然環境については、環境・

景観保全の面から必要な場合は、特別緑地保全地区や風致地区に位置付けるなど、保全

に努めます。 

○ 良好な自然景観を保全するために指定された風致地区については、今後も市街地内の

良好な風致の維持が必要な区域として保全・継承を図る必要があります。 

○ 都市内の良好な緑地、シンボル的な緑地、社寺林、屋敷林などの保全・活用に努めま

す。 

○ 史跡や社寺、公園などを結ぶ市街地内の緑のネットワーク形成に努めます。 

○ ＪＲ駅周辺で市街地内の良好な緑地を有している地区は、積極的に保全・活用します。 

 

 

６．用途地域外の土地利用の方針 

(1) 優良な農地との健全な調和に関する方針 

○ 市街地と優良な農地との健全な調和に向けて、農業振興地域の整備に関する法律に基

づく農用地区域の設定及び各種農業施策と都市計画との調整、連携を図ります。 

○ 各種農業基盤の整備が行われている優良な農地の保全に努めます。 

 

(2) 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

○ 貴重な自然環境を有する区域は、都市計画法以外の土地利用規制関連法令に基づく計

画との調整、連携を図りながら、必要に応じて都市計画において風致地区に指定するな

どの土地利用規制の適用や保全すべき区域としての明確化を図ります。 

○ 西都原杉安峡県立自然公園などとの自然環境ネットワークを形成する観点から、都市

計画区域内の森林や丘陵地などの保全に努めます。 

○ 特別史跡公園西都原古墳群や国指定史跡持田古墳群、その周辺については、歴史的、

自然環境を生かした観光資源であることから、積極的に保全・整備を行います。 

○ 高鍋湿原や湖水ヶ池公園、富田浜入江とそれを囲むクロマツ林、海岸部のアカウミガ

メ産卵地などについては、貴重な自然環境として保全に努めます。 

○ 市街地内に残る森林や東九州自動車道インターチェンジ周辺の丘陵地は、豊かな自然

環境を有していることから、保全に努めます。 

 

(3) 市街地と田園環境との共生並びに秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

○ 用途地域外においては、周辺の農林業などとの調和に留意して、基本的に都市的土地

利用の拡大は抑制します。特に、用途地域縁辺部において、公共施設の整備状況や土地

利用の動向等からみて新たな街区の形成が予想される場合は、地区計画の活用により土

地利用を整序していく必要があります。 

○ 総合的な都市づくりの観点から、住宅や産業立地のニーズなどへの対応のために、都

市的土地利用への転換が必要であると判断される場合には、周辺環境との調和に留意し、
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計画的で良好な都市的土地利用の形成に努めます。 

○ 地域の土地利用状況に応じた建蔽率、容積率などの設定による建築形態の規制を行い

ます。 

○ 東九州自動車道インターチェンジ周辺については、今後、市街化の進展が想定される

ため、無秩序な宅地化の抑制と良質な開発行為への誘導を図るとともに、周辺の農林漁

業をはじめとする自然環境などとの調和や秩序ある市街地の形成に向け、計画的な土地

利用の規制・誘導方策の検討を行います。 

○ 大規模商業施設など、都市機能に大きな影響を与える施設について、中心市街地再生

への取組に支障を来たすと認められる場合には、特定用途制限地域の指定を検討します。 

 

 

７．美しい都市景観の保全・創出に関する方針 

「美しい宮崎づくり推進条例」及び「宮崎県景観形成基本方針」に基づき、住民、事業者、

市町村及び県が一体となって、地域固有の魅力ある景観の保全、創出及び活用に向けた取組

を推進します。 

また、ふるさとへの愛着心や連帯感を高める地域のシンボルとなる自然環境を保全し、観

光資源として活用するための取組を行うなど、魅力的で活力ある地域づくりにつながる新た

な都市景観づくりを、住民や行政などの多様なまちづくりの主体が協働しながら行う必要が

あります。 

 

○ 美しいまち並みや自然環境の保全などにより、宮崎らしい景観を形成している地域や

歴史的まち並みや景観が残る地区、今後計画的に誘導していく地域は、地区計画や市町

が定める景観計画、景観条例による保全地区等を定め、建築行為等の誘導を行うことに

より、自然景観や歴史的景観などの地域の特性を生かした個性的な景観を保全・創出す

る必要があります。 

特に、他県と比較して敷地確保の容易さから高容積の建築物が少なく、自然を生かし

た眺望景観が確保されている現状を本県の財産と捉え、良好な景観の保全・創出に努め

ます。 

○ 地域の景観や特徴から、住民に親しまれている建築物や樹木等については、景観法に

基づく景観重要建造物及び景観重要樹木としての指定など、適正な維持・管理に努めま

す。 

○ 景観法や沿道修景美化条例、屋外広告物条例などの既存制度等を活用し、地域の特性

を生かした美しい都市景観の保全・創出を積極的に促進します。その際、用途地域毎に

屋外広告物の基準が定められていることを踏まえ、区域の実情に合わせて、用途地域の

指定や見直しを行うことも必要です。 

○ シンボル的な景観や歴史的景観を形成している地区については、官民協働で保全に努

めるとともに、地域の特性や資源を生かした都市景観の創出に努めます。 

○ 都市景観を形成する道路や主要な観光拠点を結ぶ幹線道路については、自然景観との

調和に配慮しながら、観光資源として特徴のある美しい景観の創出に努めます。 

○ 施設の整備に当たっては、景観計画、宮崎県公共事業景観形成指針に即して、周辺の

景観に配慮した施設整備を推進します。 

 

 

８．大規模集客施設の適正立地に関する方針 

広域にわたり都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設は、市街地の拡大を誘発する
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おそれがあるため、中心市街地など、立地を誘導する区域をのぞき、原則として立地を抑制

します。 

また、大規模集客施設の立地が許容されている準工業地域については、総合的な都市づく

りの観点から評価を行い、必要に応じて特別用途地区等により制限を行います。 

なお、立地の制限を受ける大規模集客施設の定義、立地を誘導する区域、広域的な観点か

ら適正立地を調整する広域調整に関する事項及び具体的な手続きについては、「（仮称）宮崎

県中心市街地の活性化及び大規模集客施設等の適正立地に関するガイドライン」に定めます。 

 

 

９．都市計画区域外における土地利用に関する方針 

○ インターチェンジ周辺、主要幹線道路沿道等、道路網の整備などを背景として市街化が

進行し、用途の混在、居住環境の悪化、土地利用の混乱が懸念される場合は、他法令や関

係市町との調整を図った上で、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置として

準都市計画区域の指定を検討します。 

○ 一定の規模以上の開発は、他法令と調整しながら、開発許可制度により、適正な土地利

用を図ります。 
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第２節 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定方針 

１．交通施設 

(1) 基本方針 

交通施設は、効率性、快適性、安全・安心のほかに、環境との調和を考慮し、道路、鉄

道、空港、港湾が、効率的・効果的に役割分担した交通体系が確立されるよう、総合的・

計画的な整備を推進します。 

地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにし、まちづくりと連携した持続可能な

公共交通網を形成するため、交通事業者や地域住民、国、県、市町が一体となって取り組

む「地域公共交通網形成計画」の策定等を促進します。 

併せて、車から公共交通や徒歩への転換など、都市交通の効率的・効果的な機能分担を

進めるため、モビリティ・マネジメント（ＭＭ）等の取組を推進します。 

また、予防・保全型の維持管理に努めるとともに、ライフサイクルコストが最小限とな

るよう、的確なストックマネジメントを行い、交通施設の長寿命化を図ります。 

 

① 交通体系の整備の方針 

ｱ 広域交通体系の整備 

県内外の都市間、空港・港湾と連携した国内外との交流・連携を支えるため、高規

格幹線道路と一体となって機能する地域高規格道路や国県道の整備を推進します。 

 

ｲ 域内交通体系の整備促進と再編の方針 

○ 生活拠点を中心とした都市圏においては、域内交通体系の確立に向け、圏域内の

各都市を結ぶ都市連携軸に位置付けられた都市計画道路などの整備を推進します。 

○ 主要な幹線道路を中心に、安全・安心・快適な歩行空間の確保など、都市の重要

なオープンスペースとして、計画的でゆとりとうるおいのある道路空間の整備に努

めます。 

○ 少子高齢社会、まちなか居住などに対応して、すべての人が安全・安心・快適に

移動できるよう、バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮した交通環境の整

備に努めます。 

            ○ 安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、自転車            

ネットワーク路線を選定し、その路線の整備形態等を示した自転車ネットワーク計

画の策定を促進します。 

○ 長期未着手の都市計画道路のうち、社会経済情勢の変化により、その必要性が低

下した路線については、地域の実情などに応じ、計画の廃止も含めた総合的な見直

しを進めます。 

 

ｳ 防災に配慮した交通環境の整備の方針 

緊急輸送道路や避難経路等となる道路については、災害時の安全確保に考慮した整

備を推進します。 

また、道路の整備に当たっては、消防活動やライフラインの安全性向上のため、広

い幅員の確保に努めるとともに無電柱化を積極的に検討します。 

 

ｴ 景観に配慮した交通環境の整備の方針 

○ 自然や歴史・文化など地域の特性を踏まえ、都市景観の魅力向上に配慮した道路

の整備に努めます。 

○ 道路自体が景観を構成する要素の 1つであり、また、重要な視点場であることか
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ら、道路整備にあたっては、道路構造物の適正配置や配色に配慮するとともに、緑

化に努めます。 

 

ｵ 自然環境への負荷の最小限化の方針 

道路の整備にあたっては、自然環境に与える影響を十分考慮するとともに周辺環境

と調和するよう努めます。 

 

② 整備水準の目標 

概ね２０年後には、「人のまとまり」の核をつなぎ、都市の骨格を形成する主要な道路

体系の確立と本圏域における交通混雑の解消を図ることを目指します。 

 

(2) 主要な施設の配置の方針 

① 道路 

○ 本圏域の骨格的な道路網は、東九州自動車道、国道１０号、２１９号によって構

成します。 

  ○ 地域間連携・交流を支える主要地方道高鍋高岡線、石河内高城高鍋線、東郷西都    

線、宮崎高鍋線、荒武新富線、都農綾線の整備を推進します。 

  ○ 広域連携などを支える国道１０号について、渋滞解消に向けた４車線整備を促進  

します。 

  ○ 国道１０号と中心市街地を結ぶ東西幹線道路網として、都市計画道路の整備を促  

進します。 

  ○ 市街地内の南北軸として、都市計画道路の整備を促進します。 

 

② その他の交通施設（鉄道・バス等） 

○ 鉄道やバス路線等公共交通機関の利用促進を図るとともに、交通結節機能強化等

による、利便性向上に努めます。 

  ○ 過疎化や高齢化の進行など、地域の実情に応じてコミュニティバス等の活用や幹  

線バス路線との連携強化に向けた交通結節点の形成を検討します。 

 

(3) 主要な施設の整備目標 

概ね１０年以内に具体的な計画があり、優先的に整備を予定する交通施設は、以下のと

おりとします。 

なお、市町は、概ね１０年以内に具体的な計画があり、優先的に整備を予定する交通施

設を、市町マスタープランに定めるものとします。 

 

① 道路 

・都市計画道路 

（西都）3･4･4 号 平田童子丸線（主要地方道高鍋高岡線） 

（高鍋）3･6･6 号 菖蒲池上江線（一般県道木城高鍋線） 

1･3･3 号 延岡西都線（東九州自動車道） 

3･4･8 号 町小丸線（一般県道杉安高鍋線） 

3･4･2 号 蓑江持田線 

（新富）3･3･1 号 国道１０号 

（都農）3･5･6 号 福原尾道籠線（一般県道都農停車場線） 

3･4･11 号 都農インター線(一般県道都農インター線） 
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２．下水道及び河川 

(1) 基本方針 

（下水道） 

健康で快適な生活環境の確保や本県の豊かな水環境の保全、水質浄化に向けて、地域特

性などに配慮した総合的な視点に立ち、効率的・効果的な下水道事業を促進するとともに、

地域で取り組まれている環境活動等との協働・支援に努めます。 

（生活排水） 

下水道の整備が予定されていない区域は、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整

備を中心として、水環境保全に向けた生活排水処理対策を促進します。 

（河川） 

地域住民が安全で安心して暮らせるよう河川整備を図るとともに、自然豊かな水辺環境

が保全できるよう治水・利水・環境に関する施策を総合的に展開します。 

 

① 下水道及び河川の整備の方針 

ｱ 「人のまとまり」の形成に向けた下水道及び河川の整備の方針 

（下水道） 

○ 汚水処理施設は、公共下水道・農業集落排水施設・漁業集落排水施設・合併処理

浄化槽などがあり、財政的制約の下、地域の特性を十分把握した上で、効率的な施

設を選択し、計画的な整備を行います。 

○ 人口減少等を考慮し、下水道事業計画を適切に見直すとともに、既存設備の予防

保全型の改築・更新、長寿命化等を促進します。 

（河川） 

○ 沿川地域を洪水から防御するため、自然環境や河川周辺の景観に配慮しながら整

備を推進します。 

○ 河川利用者の多様なニーズを踏まえ、地域と水辺の一体化を目指し、人と河川の

豊かなふれあいの場の整備と保全に努めます。 

○ 住民等と連携した河川美化活動を推進します。 

 

ｲ 防災に配慮した下水道及び河川の整備の方針 

（都市下水路） 

都市施設整備を行う際には、雨水貯留・浸透施設や透水性舗装などによる流出量の

抑制に配慮した工法の積極的な導入を検討します。 

（河川） 

○ 河川の防災・治水対策は、市街地における効率的な雨水排水対策を担う下水道事

業と連携しながら推進します。 

○ 浸水被害の危険度が高い地域については、必要に応じて土地利用の制限について

も検討を行います。 

 

ｳ 景観に配慮した河川の整備の方針 

（河川） 

 河川周辺の景観に配慮した河川整備を推進します。 

 

ｴ 自然環境に配慮した下水道及び河川の整備の方針 

（下水道） 

 下水の処理水については、再利用するなど水循環の形成を促進します。 
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（河川） 

多様な動植物が生息・生育・繁殖できるよう、良好な河川環境を保全する多自然川

づくりを推進します。 

 

② 整備水準の目標 

（下水道） 

概ね２０年後には、拠点となる市街地及びその周辺の市街地について処理が可能と

なる水準を目標とします。また、各市町の公共下水道事業の全体計画に沿って、整備

を促進します。 

（河川） 

過去の浸水被害の実績や沿川の土地利用状況など総合的に勘案し、河川改修規模を

定め、計画的に整備を推進します。 

 

(2) 主要な施設の配置の方針 

① 下水道 

○ 公共下水道事業は、現在、事業計画のうち、高鍋町、川南町で供用し、西都市の

一部で供用を開始しています。今後も公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共水域の

水質保全に資するため、既定計画の早期完成を図ります。 

○ 河川整備と連携を図りながら、必要に応じて雨水排水施設などの整備を検討しま

す。 

○ 人口減少に伴う社会情勢の変化に柔軟に対応していくために、必要に応じて下水

道として整備する区域の検討を行う必要があります。 

○ 平時はもとより災害時にも安定した機能を発揮できるよう、重要管路や処理施設

の耐震性向上や老朽管路の適切な維持更新が必要です。 

 

② 河川 

○ 本圏域の主要河川は、一級河川の小丸川、宮田川、二級河川の一ツ瀬川、三財川、

鬼付女川、平田川、名貫川、都農川などです。 

○ 近年、頻発・激甚化する水害の状況を踏まえて、市街化の動向や周辺の土地利用

を把握し、調整を図りながら、治水・利水・環境の観点を念頭においた河川整備に

努めます。 

 

(3) 主要な施設の整備目標 

概ね１０年以内に具体的な計画があり、優先的に整備を予定する河川は、以下のとおり

とします。 

なお、市町は、概ね１０年以内に具体的な計画があり、優先的に整備を予定する下水道

及び河川を、市町マスタープランに定めるものとします。 

○ 高鍋町 

小丸川、宮田川 

○ 西都市 

一ツ瀬川、三財川 

 

      ○ 新富町 

  一ツ瀬川、猿ヶ瀬川、鬼付女川 
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３．公園、緑地等 

(1) 基本方針 

公園、緑地等は、人々にやすらぎとゆとりを与えるばかりでなく、ヒートアイランド現

象の緩和、大気浄化、災害の防止などの様々な機能を持ち、自然とのふれあいを通じたレ

クリエーションの場となるなど重要な役割を果たしていることから、今後も地域住民との

協働を図りながら、計画的な整備・保全に努めます。 

また、整備、保全にあたっては、都市計画区域内外の自然環境とのつながりを考慮しま

す。 

なお、「スポーツランドみやざき」を推進している本県にあっては、その中心となる運

動公園などについて、より一層の機能充実を図ります。 

 

① 公園、緑地等の整備の方針 

ｱ 「人のまとまり」の形成に向けた公園、緑地等の整備の方針 

○ 人々の多様なニーズに応える場として、地域の実情に応じた公園の計画的な配置

と整備に努めます。 

○ 各市町において、住民の意見を反映しながら「緑の基本計画」等を策定していく

とともに、今後の都市公園などの整備は、「緑の基本計画」等に基づいて行うよう

努めます。 

○ 高齢者や障がい者、子どもをはじめとする全ての住民が安全・安心・快適に過ご

すことのできる空間として、バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮した都

市公園の整備、適切な維持・管理を進めます。 

○ 将来を見据えた都市経営の観点から、公共投資の選択と集中により、公園の効率

的な整備や維持・管理を推進します。 

○ 厳しい財政状況の下、施設毎に必要な機能を保全しつつ、ライフサイクルコスト

が最小限となるよう的確なストックマネジメントを行い、公園施設長寿命化計画に

基づき、既存ストックの適切な維持・管理と施設更新に努めます。 

 

ｲ 防災に配慮した公園、緑地等の整備の方針 

○ 都市防災上の広域避難地、一次避難地などとして必要な規模の都市公園を計画的

に配置し、防災機能の強化に努めます。 

○ 中心市街地の公園や広場及び都市基幹公園については、地域の交流拠点や災害時

の防災拠点としての重要な役割を担うオープンスペースであることから、計画的な

土地利用や道路整備などと一体的な整備を検討します。 

 

ｳ 景観・自然環境に配慮した公園、緑地等の整備の方針 

○ 地域住民の意見を反映しながら、公園、緑地、道路などの公共空間に加え、民有

空間における緑化を促進します。 

○ 市街地内に残る身近な緑地などの保全・活用、市街地内の河川などにおける水と

緑のふれあいの場の創出、公共空間の緑化などを行い、市街地内の自然環境ネット

ワークの形成に努めます。 

○ 市街地内に残る貴重な緑地、社寺林などは、総合的な都市づくりの視点で、まち

なかの自然環境として保全が求められる場合は、都市公園以外の公共の緑地として

の活用も検討します。 

○ 市街地及びその周辺に存在する緑地などは、良好な都市環境を維持する自然環境

であるとともに、都市景観を形成する要素として、また、低炭素都市づくりの一環
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として保全・創出に努めます。 

 

② 整備水準の目標 

市町が策定する「緑の基本計画」等において定めた目標に基づき、計画的に整備を促

進します。 

 

(2) 主要な施設の配置の方針 

① 環境保全系統 

市街地内の公園は、河川・道路・学校等における緑地空間や市街地周辺の森林などと

連続して配置し、環境保全ネットワークの形成を図ります。 

 

② レクリエーション系統 

○ 観光地やリゾート施設などとも連携しながら、人々の余暇活動に対応できる広域

的なレクリエーション系統の公園や緑地を配置します。 

○ 特別史跡公園西都原古墳群周辺の自然環境については、観光資源としての都市づ

くりに寄与するレクリエーション機能の高い自然環境として積極的に保全・活用し

ます。 

○ 都市計画区域に近接する全国植樹祭会場の森林については、向陵の丘森林公園と

して保全します。 

 

③ 防災系統 

○ 身近な公園など、都市内のオープンスペースは、災害時の一次避難地や救援活動

の拠点としての役割を果たすため、その計画的な配置と整備を促進します。 

○ ５０ha 以上の公園については広域防災拠点として、また１０ha 以上の公園につ

いては、広域避難地として防災機能の強化に配慮した整備を推進します。 

 

④ 景観構成系統 

公園等で、景観上のランドマークとなるものについては、緑のシンボル景観として、

積極的に保全します。 

 

⑤ 総合的な公園、緑地等の配置方針 

○ ４つの系統別の配置方針に基づき、市街地内の緑の充足度にも十分配慮して、公

園等の均衡ある配置を行うとともに、緑のネットワークの形成に努めます。 

○ 広域的な利用に供される、以下の主要な公園については、環境保全、レクリエー

ション、景観構成などの機能が高い公園として位置付けます。 

 

西都市 

   特殊公園：特別史跡公園西都原古墳群 

総合公園：清水台総合公園 

運動公園：西都原運動公園 

高鍋町 

運動公園：高鍋総合運動公園、小丸河畔運動公園 

新富町 

総合公園：富田浜公園 
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川南町 

運動公園：川南運動公園 

都農町 

総合公園：藤見公園 

 

○ 特殊公園である特別史跡公園西都原古墳群や舞鶴公園、湖水ヶ池公園を、環境保

全・レクリエーション・景観構成などの機能の高い公園として配置します。 

 

(3) 主要な施設の整備目標 

市町は、概ね１０年以内に具体的な計画があり、優先的に整備すべき公園を、市町マス

タープランに定めるものとします。 

 

 

４．その他都市施設 

(1) 基本方針 

上記のほか、都市活動にとって特に重要と考えられる主要な供給処理施設等に係る都市

計画の決定方針は次のとおりです。 

 

① 供給施設 

水道・電気などについては、平時において安定した供給を図るとともに、災害時にお

けるライフラインとしての機能を発揮できるよう耐震性や安全性の向上に努めます。 

 

② 処理施設 

「宮崎県環境計画(改定計画)」（平成２８年３月策定）に基づき、産業廃棄物の中間処

理施設については適切な施設整備を促進します。また、その配置は周辺への環境保全に

配慮した計画へと誘導するとともに、関係市町や関係機関と調整を図ります。 

 

(2) 施設の配置の方針 

災害発生時のライフライン確保の重要性から、供給・処理施設の配置にあたっては、災

害発生の危険度の高い地域を避けるとともに、周辺の自然景観に配慮した計画に努めます。 
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第３節 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針 

１．主要な市街地開発事業の決定方針 

本圏域における市街地開発事業については、各地域の状況を的確に把握し、居住環境の改

善や防災機能の向上などの、必要性・緊急性を考慮して検討します。 

 

(1) 「人のまとまり」の形成に向けた市街地開発事業の方針 

○ 高度利用地区、地区計画などの各種都市計画制度の適用も併せて検討します。 

○ 用途地域を拡大する新たな土地区画整理事業等の市街地開発は基本的に抑制し、都

市全体の総合的な都市づくりの観点から必要と判断される場合にのみ、事業の実施を

検討します。 

 

(2) 防災に配慮した市街地開発事業の方針 

防災上などの居住環境の問題を抱えている地区においては、その改善に向けて、計画的

な土地利用と道路・公園などの都市施設整備を一体的に行います。 

 

(3) 景観に配慮した市街地開発事業の方針 

計画策定段階から地区住民との合意形成を図りながら、良好な市街地景観の形成に向け

て地区計画などの活用について検討します。 

 

(4) 自然環境に配慮した市街地開発事業の方針 

○ 市街地整備においては、地区計画や緑地協定などの良好な居住環境形成に関わるル

ールづくりを促進するとともに、緑化推進など、環境負荷の低減策を検討します。 

○ 住宅や産業需要に対応して新たな市街地形成が必要と判断される場合には、農林漁

業との調和を図った上で、土地区画整理事業などによる計画的な市街地整備を図りま

す。 

 

 

２．市街地整備の目標 

市町は、概ね１０年以内に実施することを予定する市街地開発事業を、市町マスタープラ

ンに定めるものとします。 
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第４節 自然環境の整備又は保全に関する方針 

１．基本方針 

本圏域は、西都原杉安峡県立自然公園、一ツ瀬川、西都原古墳群周辺など(西都)、日向灘

や小丸川などの水辺空間や高鍋湿原、舞鶴公園など(高鍋)、日向灘沿岸の海岸・樹林地や一

ツ瀬川など(新富)、尾鈴連山、伊倉浜自然公園、川南湿原など(川南)、尾鈴連山、日向灘、

名貫川など(都農)、都市計画区域内外の良好な自然環境の保全が求められています。 

これらの都市計画区域を取り囲む良好な自然環境の保全の重要性が高まる一方、市街地内

の良好な緑地などの減少が進んでおり、市街地内においては、自然環境を保全するとともに、

周囲を取り囲む良好な自然環境とのつながりを考慮することが重要です。 

さらに、地形・気象特性から、土砂災害危険箇所などの自然災害のおそれのある地区が存

在しており、防災上の視点から、その保全と防災対策の強化が求められています。 

こうした状況を踏まえ、自然環境の整備又は保全に関する方針は以下のとおりとします。 

 

(1) 市街地内のうるおいのある美しい自然環境の保全・創出 

○ 市街地内に残る社寺林などの貴重な緑地については、身近な緑として保全・活用す

るとともに、都市環境保全や防災機能にも配慮した総合的なまちづくりの観点から、

風致地区や緑地保全地域等の指定を検討するなど、地域の実情に応じた、良好な自然

環境の保全・活用を促進します。 

○ 水や緑とふれあえる場の創出に向け、河川・水路などを活用した水辺空間の整備や、

道路や公園・広場の緑化により、水と緑の連携軸や自然環境ネットワークの形成を推

進します。 

○ 環境保全、レクリエーション、防災、景観構成の観点から、自然環境の特性に配慮

した保全・整備に努めます。 

○ 住民と行政などが連携を図りながら、河川、公園、道路、学校などの公共空間や工

場、事業所、家庭などの民有空間における緑化を行うなど、良好な自然景観の創出を

促進します。 

その際、地区計画や緑地協定などの活用も考えられます。 

 

(2) 市街地郊外部における美しい自然環境の保全・整備 

○ 市街地郊外部に広がる海岸線、河川、田園、丘陵地、山地などは、生態系の保全や

都市の環境負荷の低減などを担う広域的な環境保全ネットワークとして保全・活用し、

市街地内の自然環境ネットワークと連携させることにより、自然と都市との結びつき

の強化を図ります。 

○ 自然環境や自然景観を、自然や生きものとのふれあいを通した環境学習や、レクリ

エーションの場として、また、これらを活用した観光資源として、保全・創出すると

ともに、これらを相互につなぐ道路や遊歩道、河川、水路沿いの緑化を推進し、広域

的な環境保全ネットワークの形成を促進します。 

○ 特別史跡公園西都原古墳群などと連携して、宮崎を代表する広域的なレクリエーシ

ョン系統の緑地整備を進めます。 

○ 河川の上下流域の地域連携による水源かん養林の保全や、山村地域の活性化など、

水と緑の連携軸を中心とした、自然環境の保全及び適正な活用に向けた取組を推進し

ます。 
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２．主要な緑地等の配置の方針 

(1) 環境保全系統 

○ 市街地及びその周辺に存在する緑地などは、良好な都市環境を維持する自然環境と

して、また、都市防災の観点からその機能の保全及び適正な活用に努めます。 

○ 野生動物の生息地、移動経路にもなる森林や河川などを保全し、生き物の生息する

環境保全ネットワークの形成を図ります。 

○ 雨水の保水機能及び土砂の流出を防止する森林などは、環境保全上重要な役割を果

たす緑地などとして、積極的に保全します。 

○ 西都原杉安峡県立自然公園をはじめとする変化に富んだ森林景観や杉安峡などの

豊かな自然環境を有する区域については、環境保全機能の高い自然環境として積極的

に保全します。 

○ 特別史跡公園西都原古墳群周辺については、歴史的環境保全機能の高い緑地として

位置付け、積極的に保全します。 

○ 圏域内河川については、環境保全系統の軸となる緑地として位置付け、保全に努め

ます。 

○ 貴重な自然植生が見られる湿原や県指定天然記念物アカウミガメ産卵地は、貴重な

自然環境として保全に努めます。 

○ 市街地を取り囲む森林や神社周辺の森林は、環境保全や景観構成機能の高い緑地と

して位置付け、シンボル景観として積極的に保全します。 

○ 風致地区指定がされている地域については、環境保全機能の高い緑地として位置付

け、保全に努めます。 

 

(2) レクリエーション系統 

○ 特別史跡公園西都原古墳群周辺の本県を代表する自然環境については、観光資源と

しての都市づくりに寄与するレクリエーション機能の高い自然環境として保全及び

適正な活用を促進します。 

○ 都市計画区域に近接する、全国植樹祭会場周辺の森林については、向陵の丘森林公

園として保全及び適正な活用を促進します。 

 

(3) 防災系統 

○ 沿道緑地などの市街地内の緑地は、火災時の延焼遅延・遮断効果などの重要な役割

を果たす防災系統の自然環境として位置付け、保全・創出に努めます。 

○ 土砂災害や浸水被害のおそれのある傾斜地や海岸部、河岸において、災害防止に寄

与する緑地などについては、保全に努めます。 

 

(4) 景観構成系統 

○ 地域の特色ある美しい自然景観や、優れた歴史的景観を構成する緑地などの保全に

努めます。 

○ 河川や沿道の緑地などは、良好な都市景観の形成に寄与するものであり、景観構成

系統の軸として保全・整備に努めます。 

○ 特別史跡公園西都原古墳群周辺については、良好な歴史的景観を構成する緑地とし

て、積極的に保全します。 
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３．実現のための具体の都市計画制度の方針 

○ 守るべき自然環境や美しい自然景観が残されている地区は、森林法、自然公園法及び

景観法などの他法令と調整しながら、都市計画においても、必要に応じて、風致地区や

緑地保全地域の指定を検討するなど、自然環境や自然景観の保全・継承を推進します。 

○ 土砂災害のおそれがある地区については、土砂災害防止法及び砂防法など、都市計画

法以外の関連法令との調整・連携を図りながら、必要に応じて都市計画としての対応を

検討します。 

○ 浸水被害のおそれがある地区については、治水対策との調整・連携を図りながら、必

要に応じて都市計画としての対応を検討します。 

○ 幹線道路沿道で良好な風致を維持している緑地や、高速道路と住宅地の間で緩衝的役

割を持つ緑地、環境保全・景観構成機能の高い緑地は、風致地区や特別緑地保全地区の

指定などを検討します。 

○ 良好な自然景観を保全するために指定された風致地区については、今後も積極的に保

全・継承を図ります。 

 

 

４．主要な緑地等の確保目標 

市町が策定する「緑の基本計画」等において定めた目標に基づき、計画的な緑地等の確保

を促進します。 
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第５節 防災都市づくりに関する方針 

１．基本方針 

本県は、南海トラフ地震に伴う地震・津波被害や大型台風、局地的な豪雨等に伴う浸水被

害、土砂災害など、様々な災害リスクが想定される中、県民の生命や財産を守るため、危機

事象からの復興も見据え、自助・共助・公助が連携した危機事象に強い環境づくりを目指す

こととしています。 

このため、都市においては、災害に強い都市づくり・まちづくりを県民と力を合わせて推

進するとともに、災害対策のあらゆる分野で「防災・減災」の考え方を徹底し、ハード・ソ

フト対策を組み合わせた総合的かつ計画的な対策を進めます。 

 

○ 様々な災害に強いまちづくりに向けて、県及び市町の地域防災計画や宮崎県国土強靱

化地域計画等（以下「地域防災計画等」という。）に基づき、道路、河川、都市公園等

の都市基盤や、公共下水道等のライフライン、救命・救助活動等の防災拠点の機能を強

化するなど、被害を最小限にとどめるための諸施策を進めます。 

また、施設の機能強化と併せて、一旦途絶えると、影響が甚大となるエネルギー供給、

情報通信、交通・物流手段等については、緊急時に備えたバックアップ施設・システム

の整備等により、代替性・冗長性の確保やＢＣＰ（業務継続計画）等に基づく業務継続

体制の整備に努めます。 

○ 県民一人ひとりの防災意識の向上、地域における迅速かつ安全な避難対策など、「自

助」、「共助」の充実・強化に取り組みます。 

 

【地震・津波災害】 

○ 地震・津波災害に強いまちづくりを目指し、短期・中期的には、被害の最小化を主眼

とする「減災」の考え方に基づき、県民の防災力を高めるとともに、避難経路、避難場

所を確保するなど避難対策を重点的に進めます。 

○ 具体的には、道路等の骨格的な都市基盤の整備、海岸保全施設等による津波被害の軽

減を推進します。なお、土地利用については、長期的な課題として検討していきます。 

 

【豪雨・土砂災害】 

気象変動の影響により、大規模な浸水被害、土砂災害の発生頻度が高まることが懸念され

るため、国、県、市町が連携し、引き続きハード・ソフト対策に一体的・計画的に取り組み

ながら、災害に強いまちづくりを推進します。 

 

 

２．防災都市づくりに関する機能強化・整備の方針 

(1) 県民防災力の向上に関する方針 

災害時における地域の避難計画や受援体制の検討に向けて、災害リスクや緊急輸送道路、

避難所等の都市計画に係るＧＩＳデータのオープンデータ化を進めます。 

 

(2) 都市構造の強化に関する方針 

○ 市町は、概ね５年毎に実施する都市計画基礎調査等を活用して、津波・河川（内水）

浸水区域や密集的市街地等の防災上問題がある地域を的確に把握し、必要に応じて都市

計画を見直すことが必要です。県は、広域的な観点からその取組を支援するとともに、

県と市町が協働して課題解決に向けた検討を行います。 

○ 地震時における建築物の倒壊による道路封鎖や、火災延焼により被害が拡大するおそ
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れの大きな密集状態にある市街地においては、その改善に向けて、計画的な土地利用と

道路・公園などの都市施設整備を一体的に検討するとともに、沿道の建築物の耐震化・

不燃化、老朽木造建築物等の更新・除却、防災通路・避難経路の整備等を促進します。 

○ 都市災害の防止に有効な緩衝地帯または避難地帯となる緑地、雨水の保水機能及び土

砂の流出を防止する森林など、防災上重要な役割を果たす緑地等については、適正な管

理を行うとともに、緑地保全地域の指定等を活用し、その保全に努めます。 

○ 地域森林計画対象民有林、保安林などに指定されている地区や災害防止に寄与する海

岸部、河川沿いの自然地などについては、保全に努めます。 

○ 土砂災害などの自然災害のおそれがある地区は、土砂災害特別警戒区域指定等により、

建築行為や特定開発行為等の制限を適切に行うとともに、用途地域や地区計画の対象地

域としないよう努めます。また、用途地域指定後に各法律によって危険区域に指定され

た場合、土地利用の変更については、長期的な課題として検討します。 

○ 雨水流出量の増大や局所的豪雨などにより、浸水被害の可能性が高い地域については、

河川の治水安全度の向上と併せて、総合的な浸水対策として、都市計画法以外の関係法

令との調整・連携を図りながら土地利用の制限について対応を検討します。 

○ 記録的な集中豪雨による災害が多発する傾向にあることを踏まえ、大規模な宅地開発

は、周辺の浸水対策に大きな影響を与えることから、雨水流出抑制機能が確実に発揮さ

れるよう措置します。 

○ 排水施設の処理能力を超える局所的豪雨の増大を踏まえた浸水被害軽減を図るため、

都市の相当面積を占めている道路や、オープンスペースとなっている公園等との事業連

携による雨水流出の抑制に努めます。 

○ 農地は雨水を一時的に貯水することで、都市地域（下流域）における浸水被害を軽減

していることから、農業振興地域の整備に関する法律等の農業施策と調整・連携を図り、

保全に努めます。 

 

(3) 災害に強い都市の骨格の整備に関する方針 

○ 大規模災害発生時に、避難、救助・救急搬送、救援物資輸送において「命の道」とな

る東九州自動車道の整備を促進し、それらと一体となった地域高規格道路の整備を推進

します。 

○ 災害時の緊急活動を支える幹線道路や、円滑な避難を確保するための避難経路となる

道路の整備を推進します。 

○ 基盤未整備の市街地においては、消防車両が進入できない道路が多く、消防活動が困

難となっているため、これらの地域の改善に資する道路の計画的な整備を促進します。 

○ 都市内の救急・救援活動を支援する道路は、円滑な消防活動やライフラインの安全性

向上のため、広い幅員の確保に努めるとともに、無電柱化を積極的に検討します。 

 

(4) 災害に強い都市の拠点等の整備に関する方針 

○ 大規模災害時に、被災地における救命・救助・消火・医療救護活動やその後の復旧活

動等を的確に行うため、自衛隊、警察、消防等の広域支援部隊が迅速に参集し、活動す

る拠点機能について、地域防災計画等と整合を図りながら必要となる機能強化を推進し

ます。 

○ また、大規模災害時等に、沿岸部と内陸部の自治体が結束して防災・減災に取り組む

体制が検討されており、相互協力体制が確保されるよう配慮した都市基盤整備に努めま

す。 

○ 防災拠点となる都市公園、緑地等については、災害応急対策に必要な施設の整備を推
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進するなど、防災機能の一層の充実を図ります。 

なお、市街地のオープンスペースである都市公園は、防災上果たす役割も大きいこと

から、県及び市町は、地域防災計画に位置付けられた行政施設等と一体となって防災拠

点となるよう、都市公園を中心に活用を図ります。 

 

 

３．主要な施設の配置の方針 

緊急輸送道路、緊急交通路及び防災拠点等は、県及び市町の地域防災計画等に基づき、各

圏域及び拠点間の広域的で代替性のある連携・補完を目指します。 

なお、これらの主要な施設は、災害発生箇所や災害の種類、規模により施設の機能分担を

図り、円滑な災害対策活動を推進します。 

 

(1) 骨格となる道路（緊急輸送道路・緊急交通路） 

本圏域の骨格的な緊急輸送道路は、東九州自動車道、国道１０号、２１９号、２６５号、

主要地方道東郷西都線、高鍋高岡線、都農綾線等によって構成します。 

なお、東九州自動車道、国道１０号、２１９号、主要地方道高鍋高岡線、都農綾線、宮

崎高鍋線等は、発災後に公安委員会が指定する緊急交通路の予定路線として選定されてい

ます。 

 

(2) 災害対策の拠点等 

○ 災害対策拠点 

防災関係機関が集積する西都市、高鍋町、新富町、川南町、都農町中心部 

○ 救援物資の備蓄・集積拠点 

  ＪＲ駅前広場、物流拠点、Ｉ.Ｃ、Ｐ.Ａ、道の駅 等 

○ 災害医療拠点 

 西都児湯医療センター 等 

○ 後方支援拠点 

 県立農業大学校、西都原運動公園、清水台総合公園 等 

 

(3) 主要な施設の整備目標 

市町は、概ね１０年以内に具体的な計画があり、優先的に整備すべき施設を、市町マス

タープランに定めるものとします。 
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第６節 都市計画の推進に関する方針 

１．基本方針 

地方分権、住民参加意識の高揚などを背景として、住民・市町・県などのまちづくりを担

う多様な主体が役割分担・連携を図りながら、地域の特性を生かしたまちづくりを促進する

ことが求められています。 

 

○ 住民は、一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、自分たちの住む都市の将

来について関心を寄せ、まちづくりに積極的に参加することが望まれます。 

○ 市町は、住民に最も身近な自治体として、地域の実情を踏まえ、県の定める都市計画と

の整合を図りながら、住民と協働して特色あるまちづくりに取り組むことが必要です。 

○ 県は、広域的かつ根幹的な視点から都市計画の方向性を示し、本県の目指す都市づくり

を推進します。 

○ 県及び市町は、都市計画に関する住民参加手続きの充実を図るとともに、官民協働の都

市づくりを推進するため、ＮＰＯの育成やまちづくり協議会の設置、ボランティア活動や

住民レベルでの取組の支援など、住民が参加しやすい仕組みづくりを推進します。 

 

 

２．推進に関する方針 

(1) 市町マスタープラン策定・改定の方針 

○ 市町は、都市計画法第１８条の２に基づき、県が定める都市計画区域マスタープラン

に即して、住民に最も身近な自治体としての立場から、より地域に密着した都市づくり

を進めるため、市町マスタープランを策定し、適宜見直しを行うこととします。 

○ 市町においては、今後、人口減少が予想される中、持続可能な都市づくりを進めるた

め、居住機能、都市機能の立地誘導を図る「立地適正化計画」を策定することも考えら

れます。 

 

(2) 持続可能なまちづくりの推進 

○ 人口減少、高齢社会が進行する中、社会インフラの整備、維持・管理等の行政サービ

スを継続していくためには、投資すべきインフラと財源とのバランスが重要であること

から、財政の視点を考慮した都市経営を促進します。 

○ 特に、長期にわたり事業に着手されていない都市施設、市街地開発事業等に関する都

市計画については、定期的に見直し候補を抽出するための取組が必要です。 

○ 今後の都市計画においては、個々の適時適切な都市計画の見直しを実施するとともに、

マネジメント・サイクルを重視し、都市計画の適切さを追求していくことが必要です。 

○ 立地適正化計画を作成した場合は、施策の目標値を設定し、概ね５年毎に評価するこ

ととされており、その結果、必要があれば、立地適正化計画の変更に加え、関連する都

市計画の変更を行うことが必要です。 

○ 市町は、概ね５年毎に実施する都市計画基礎調査等を活用して、都市計画区域外や用

途地域外の土地利用動向や用途地域と実態の乖離など、都市計画上問題がある地域を的

確に把握し、必要に応じて都市計画を見直すことが必要です。県は、広域的な観点から

その取組を支援するとともに、県と市町が協働して課題解決に向けた検討を行います。 

 

(3) 都市計画に関する情報提供の推進の方針 

○ 県と市町は、都市計画に関するマスタープラン策定過程の段階から、インターネット

や広報資料などを活用して、住民に対する都市計画に関する情報開示や情報提供に積極
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的に取り組むとともに、住民の意見を反映する仕組みづくりに取り組みます。 

○ 県は、情報共有による業務の合理化やまちづくりへの活用を考慮して、都市計画に関

するＧＩＳデータのオープンデータ化に取り組みます。 

○ 県は、都市計画基礎調査を活用して都市の動向を検証し、市町と協働して都市の現状

について継続的に把握します。 
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